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（２）検査体制の拡充について 

オミクロン株の感染急拡大への対応として、濃厚接触者の待機期間は 7 日間に短縮されました。

待機期間の短縮にはＰＣＲ等の検査とセットで行うことが重要です。 

国は、ＰＣＲ検査などの診療報酬を引き下げました。海老名市は、検査による診療報酬の引き下

げ分を市として補助する方向性を出しました。 

県としても診療報酬の引き下げによる影響を調査し、医療機関への補助を検討するべきと思いま

す。 検査体制の拡充と検査による診療報酬引下げへの補助を行うことについて、知事の見解を伺

います。 

【黒岩知事】 

 

 

 

 

２．重度障害者及び小児医療費助成制度の拡充について 
（１）重度障害者医療費助成制度について 

この制度は県の全額補助から制度が始まりましたが、現在は、県が政令市及び中核市に 3分の 1、

その他市町村には 2分の 1の補助を行う仕組みとなっています。 

2008 年度の制度改定で年齢制限と一

部負担金を導入し、2009年度に所得制限

を入れたことで、2007年に 72億円以上

あった県の補助額は、2020年度は 46億

円へと大幅に減っています。市町村から

は、精神障害 2級の方も通院助成の対象

にすることなどが求められています。 

重度障害者医療費助成の年齢制限な

どの廃止、精神障害 2 級の方も対象とす

るなど、制度の充実を図るべきと考えま

すが、知事の見解を伺います。 

【黒岩知事】 

 

 

 

 

（２）小児医療費助成制度について 

小児医療費助成制度の対象年齢の拡

大などは、毎年、市長会や町村長会から

引き上げの要望が出されています。 

市町村では通院助成の対象年齢を広

げており、小学校 6年生までとしている

のは川崎市と湯河原町ですが、本年 4月

から湯河原町は中学校 3 年生まで対象

とするとのことです。 

中学校 3 年生までとしているのは県

内 30 市町村ですが、松田町は本年 4 月

から高校 3年生まで対象とするとのことです。大井町は高校 3年生までを対象としています。 


